
自
衛
隊
は
イ
ラ
ク
か
ら
撤
退
せ
よ

「
テ
ロ
対
策
特
措
法

「
イ
ラ
ク
特
措
法
」
の
期
限
延
長
反
対

」

イ
ラ
ク
の
主
権
回
復
と
、
新
た
な
国
づ
く
り
に
重
要
な
一
歩
に
な
る
憲
法
草
案
の
国
民
投
票
が
、
本
日

一
五
日
に
投
票
日
を
迎
え
ま
し
た
。
憲
法
草
案
に
反
対
を
表
明
し
て
き
た
ス
ン
ニ
派
の
一
部
が
賛
成
に
ま

わ
り
、
草
案
が
承
認
さ
れ
る
と
予
想
さ
れ
ま
す
。

し
か
し
、
米
軍
は
イ
ラ
ク
軍
と
と
も
に
、
イ
ラ
ク
西
部
の
ス
ン
ニ
派
地
域
に
大
規
模
な
軍
事
攻
撃
を
現

在
も
継
続
し
て
加
え
て
い
ま
す
。
米
軍
は

「
武
装
勢
力
掃
討
」
作
戦
を
行
い
、
国
際
テ
ロ
組
織
ア
ル
カ
イ

、

ダ
の
メ
ン
バ
ー
約
五
〇
人
を
殺
害
し
た
と
発
表
し
ま
し
た
。
し
か
し
、
こ
の
地
域
の
総
合
病
院
に
は
、
一

、

、

。

八
人
の
遺
体
と
二
〇
人
の
負
傷
者
が
運
び
込
ま
れ

す
べ
て
が

女
性
や
子
ど
も
を
含
む
民
間
人
で
し
た

こ
の
病
院
の
医
師
は
「
米
軍
の
攻
撃
は
、
わ
れ
わ
れ
を
国
民
と
投
票
か
ら
排
除
す
る
こ
と
を
狙
っ
た
も
の

だ
。
ブ
ッ
シ
ュ
大
統
領
は
イ
ラ
ク
の
民
主
主
義
に
つ
い
て
語
っ
て
い
る
が
、
戦
車
で
も
た
ら
さ
れ
る

民
主

主
義
と
は
何
な
の
か
。
民
主
主
義
は
話
し
合
い
の
中
か
ら
し
か
生
ま
れ
な
い
」
と
語
っ
て
い
ま
す
。

イ
ラ
ク
北
部
の
タ
ル
ア
ル
フ
ァ
で
は
、
米
軍
が
「
武
装
勢
力
掃
討
」
を
理
由
に
し
て
大
規
模
な
軍
事
作

戦
を
行
い
、
数
百
人
の
住
民
が
殺
害
さ
れ
て
い
ま
す
。
一
二
日
に
は
、
イ
ラ
ク
軍
兵
士
募
集
セ
ン
タ
ー
前

で
自
爆
攻
撃
が
発
生
し
、
イ
ラ
ク
人
三
〇
人
が
死
亡
、
三
五
人
が
負
傷
し
て
い
ま
す
。
イ
ラ
ク
各
地
で
、

武
装
勢
力
に
よ
る
銃
撃
や
爆
弾
攻
撃
が
続
い
て
い
ま
す
。

こ
う
し
た
な
か
で
、
イ
ギ
リ
ス
は
、
バ
ス
ラ
の
二
つ
の
小
規
模
な
基
地
を
閉
鎖
す
る
こ
と
で
、
英
軍
を

五
〇
〇
人
削
減
す
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
ま
し
た
。
ノ
ル
ウ
ェ
ー
で
は
、
一
七
日
に
発
足
予
定
の
連
立
政

権
の
政
策
綱
領
が
発
表
さ
れ
ま
し
た
。
こ
の
政
策
綱
領
は
、
イ
ラ
ク
か
ら
の
ノ
ル
ウ
ェ
ー
軍
部
隊
の
撤
退

を
明
記
し
て
い
ま
す
。

ア
メ
リ
カ
の
Ｃ
Ｂ
Ｓ
テ
レ
ビ
が
行
っ
た
世
論
調
査
で
、
米
軍
の
イ
ラ
ク
駐
留
に
つ
い
て

「
速
や
か
に
撤

、

退
す
る
」
が
五
九
％
と
、
こ
れ
ま
で
の
最
高
値
の
結
果
が
出
て
い
ま
す
。
米
軍
の
イ
ラ
ク
攻
撃
に
つ
い
て

も
「
攻
撃
す
べ
き
で
な
か
っ
た
」
が
五
五
％
、
ブ
ッ
シ
ュ
大
統
領
の
イ
ラ
ク
へ
の
対
応
に
つ
い
て
「
支
持

し
な
い
」
が
六
四
％
に
な
っ
て
い
ま
す
。
ア
メ
リ
カ
国
内
の
人
々
は
、
イ
ラ
ク
戦
争
を
早
く
終
結
す
る
こ

と
を
求
め
て
い
ま
す
。

日
本
は

「
イ
ラ
ク
特
措
法
」
を
作
っ
て
、
自
衛
隊
を
イ
ラ
ク
に
派
遣
し
て
い
ま
す
。
活
動
は
非
戦
闘
地

、

域
で
行
い
、
人
道
復
興
支
援
が
目
的
で
す
。
自
衛
隊
が
駐
留
す
る
サ
マ
ワ
の
治
安
維
持
に
あ
た
っ
て
い
る

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
軍
は
、
一
二
日
夜
装
甲
車
が
銃
撃
を
受
け
た
と
発
表
し
ま
し
た
。
市
南
部
の
幹
線
道
路

上
に
対
戦
車
ロ
ケ
ッ
ト
弾
が
打
ち
込
ま
れ
た
と
現
地
警
察
が
発
表
し
ま
し
た
。
サ
マ
ワ
は
、
ま
さ
に
戦
闘

地
域
で
す
。
ま
た
、
人
道
復
興
支
援
の
大
き
な
一
つ
で
あ
っ
た
給
水
は
、
す
で
に
必
要
が
な
く
な
っ
て
い

。

「

、

」

。

ま
す

サ
マ
ワ
の
人
か
ら
は

自
衛
隊
は
結
局

占
領
軍
の
一
員
で
は
な
い
か

と
批
判
さ
れ
て
い
ま
す

政
府
は
、
総
選
挙
後
の
特
別
国
会
で

「
テ
ロ
対
策
特
措
法
」
の
延
長
を
提
案
し
て
い
ま
す
。
ア
フ
ガ
ニ

、

ス
タ
ン
で
、
ア
ル
カ
イ
ダ
な
ど
の
掃
討
作
戦
を
続
け
て
い
る
米
・
英
軍
に
給
油
す
る
た
め
に
、
イ
ン
ド
洋

へ
イ
ー
ジ
ス
艦
を
含
む
自
衛
隊
の
艦
船
を
派
遣
し
て
い
ま
す
。
一
一
月
が
、
法
律
の
期
限
に
な
っ
て
い
ま

す
。
こ
の
延
長
を
許
す
わ
け
に
は
行
き
ま
せ
ん
。

「
イ
ラ
ク
特
措
法
」
は
、
一
二
月
に
期
限
を
迎
え
ま
す
。
次
期
国
会
に
、
期
限
延
長
案
が
提
出
さ
れ
る

。

、

こ
と
が
予
想
さ
れ
ま
す

世
界
各
国
の
対
応
や
特
措
法
の
限
度
を
超
え
た
自
衛
隊
の
行
動
を
明
ら
か
に
し

世
論
の
高
揚
に
つ
と
め
、
延
長
を
許
さ
な
い
と
り
く
み
を
強
め
て
い
き
ま
し
ょ
う
。

右
、
決
議
し
ま
す
。

二
〇
〇
五
年
一
〇
月
一
五
日

埼
玉
県
高
等
学
校
教
職
員
組
合
第
六
回
分
会
・
専
門
部
代
表
者
会
議


